
議第５６号 

   呉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 呉市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   呉市手数料条例の一部を改正する条例 

 呉市手数料条例（平成１２年呉市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線及び

太枠で示すように改正する。 

改正前 改正後 

別表第６（第２条関係） 別表第６（第２条関係） 

建築関係 建築関係 

 手数料を徴収する事務 手数料の

額 

  手数料を徴収する事務 手数料の

額 

 

 単

位 

金額   単

位 

金額  

 １～４３ 略   １～４３ 略  

 ４４  法第８７条の３第

７項の規定に基づく建

築物の用途を変更して

一時的に特別興行場等

として使用する場合に

おける許可の申請に対

する審査 

１

件

に

つ

き 

１６

０，

００

０円 

  ４４  法第８７条の３第

７項の規定に基づく建

築物の用途を変更して

一時的に特別興行場等

として使用する場合に

おける許可の申請に対

する審査 

１

件

に

つ

き 

１６

０，

００

０円 

 

      ４５  建築基準法施行令

（昭和２５年政令第３

３８号）第１３７条の

１２第６項の規定によ

る建築物の敷地と道路

との関係に係る制限の

緩和の認定の申請に対

する審査 

１

件

に

つ

き 

２

７，

００

０円 

 

      ４６  建築基準法施行令

第１３７条の１２第７

項の規定による道路内

における建築に係る制

限の緩和の認定の申請

に対する審査 

１

件

に

つ

き 

２

７，

００

０円 

 

 ４５～５６ 略   ４７～５８ 略  

備考 略 備考 略 

別表第６の２（第２条関係） 別表第６の２（第２条関係） 



低炭素建築物関係 低炭素建築物関係 

  略    略  

備考 備考 

１  「適合証」とは，低炭素建築物新

築等計画（認定を受けた当該計画を

変更しようとする場合においては，

変更後の低炭素建築物新築等計画）

について技術審査機関（低炭素建築

物新築等計画の認定を受けようとす

る建築物が，住宅のみの用途に供す

る場合にあっては登録住宅性能評価

機関又は建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律（平成２７年

法律第５３号）第１５条第１項に規

定する登録建築物エネルギー消費性

能判定機関（以下「登録建築物エネ

ル ギ ー 消 費 性 能 判 定 機 関 」 と い

う。）とし，住宅以外の用途が混在

する建築物の場合にあっては登録建

築物エネルギー消費性能判定機関と

する。）が作成した法第５４条第１

項各号に掲げる基準に適合している

ことを示す書類をいう。 

１  「適合証」とは，低炭素建築物新

築等計画（認定を受けた当該計画を

変更しようとする場合においては，

変更後の低炭素建築物新築等計画）

について技術審査機関（低炭素建築

物新築等計画の認定を受けようとす

る建築物が，住宅のみの用途に供す

る場合にあっては登録住宅性能評価

機関又は建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律（平成２７

年法律第５３号）第１５条第１項に

規定する登録建築物エネルギー消費

性能判定機関（以下「登録建築物エ

ネルギー消費性能判定機関」とい

う。）とし，住宅以外の用途が混在

する建築物の場合にあっては登録建

築物エネルギー消費性能判定機関と

する。）が作成した法第５４条第１

項各号に掲げる基準に適合している

ことを示す書類をいう。 

２ 略 ２ 略 

別表第６の３（第２条関係） 別表第６の３（第２条関係） 

建築物省エネ法関係 建築物省エネ法関係 

 手数料を徴収する事務 手数

料の

額 

  手数料を徴収する事務 手数

料の

額 

 

 １ 建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律（平成

２７年法律第５３号。以下こ

の 表 に お い て 「 法 」 と い

う。）第１２条第１項又は第

１３条第２項の規定による建

築物エネルギー消費性能適合

性判定 

 略   １ 建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律（以

下この表において「法」とい

う。）第１２条第１項又は第

１３条第２項の規定による建

築物エネルギー消費性能適合

性判定 

 略  

 ２～７ 略   ２～７ 略  
        
 ８ 建築物のエネルギー消費性  略   ８ 建築物のエネルギー消費性  略  



能の向上に関する法律施行規

則（平成２８年国土交通省令

第５号。以下「施行規則」と

いう。）第１１条の規定によ

る第３条（第７条第２項にお

いて読み替えて準用する場合

を含む。）の軽微な変更（以

下この項において「軽微な変

更」という。）に該当してい

ることを証する書面の交付 

能の向上等に関する法律施行

規則（平成２８年国土交通省

令第５号）第１１条の規定に

よる第３条（第７条第２項に

おいて読み替えて準用する場

合を含む。）の軽微な変更

（以下この項において「軽微

な変更」という。）に該当し

ていることを証する書面の交

付         

備考 略 備考 略 

   付 則 

 この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

（提案理由） 

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部改正に伴い，所要の規

定の整備をするため，この条例案を提出する。 


